
問こども未来課（南有馬庁舎） ☎７３－６６５２

保育所・認定こども園   入所受付  

　住宅や倉庫などを取り壊して滅失登記を行った場合は、法務局からの異動通知に基づき、事実確認を行い、
税額の修正を行います。しかし、法務局で登記をしていない家屋を取り壊した場合や、滅失登記をしていない
場合は、そのまま課税されることがあります。
　家屋を取り壊した場合は、税務課または各支所へ届け出をお願いします。
　また、家屋の新築や増築の場合もお知らせください。

問税務課（西有家庁舎）　☎７３－６６４２

家屋の取り壊し、新築、増築はお知らせください！

問市民課（西有家庁舎） ☎７３－６６４７

第19回   南島原市人権啓発標語  最優秀賞作品

●受付期間（第１次受付）
　12月１日㈪～令和８年１月６日㈫
※今回、令和８年１月６日受付分までで第1回目
の入所決定を行い、以降は随時受け付けます。

●申込場所
　各支所、こども未来課（南有馬庁舎）

※継続して入所する人で、仕事の都合などで上記
の場所に提出できない場合は、各保育所、各認
定こども園へ提出することもできます。

　令和８年４月からの入所申し込みを受け付けます。現在入所している子どもが引き続き
入所を希望する場合も、現況届などの提出が必要です。

対保育所、認定こども園へ入所を希望する人

深 江 町

（認）や ま か げ 保 育 園 72 ｰ 2 3 62
小 林 保 育 園 72 ｰ 5 4 70
深 江 保 育 園 72 ｰ 3 3 23
瀬 野 保 育 園 72 ｰ 6 9 61

72 ｰ 5 4 0 0（認）深　江　幼　稚　園

布 津 町

（認）て ら だ こ ど も 園 72 ｰ 3 5 94
南 島 原 ぶ ん か 保 育 園 72 ｰ 2 1 06
（認）こ ば 保 育 園 72 ｰ 6 1 26

72 ｰ 2 6 8 4（認）た ち ば な こ ど も 園

（認）にしありえこども園 82 ｰ 2 5 63

西有家町

（認）み  だ  け  保  育  園 82 ｰ 8 4 0 0
（認）すかわこどもえん 82 ｰ 0 9 23
長 野 保 育 園 82 ｰ 5 0 05

82 ｰ 2 8 8 0竜 石 保 育 園

南有馬町
ひ か り 保 育 園 85 ｰ 3 5 29
大 江 保 育 園 85 ｰ 2 2 27
（認）南島原はらじょうこども園 85 ｰ 2 2 8 3

口之津町
あ や め 保 育 園 86 ｰ 4 7 06
（認）た ま み ね こ ど も 園 86 ｰ 4 8 1 5
口 之 津 保 育 園 86 ｰ 2 1 87

加津佐町
愛 宕 保 育 園 87 ｰ 4 0 51
若 木 保 育 園 87 ｰ 5 1 00
野 田 保 育 園 87 ｰ 2 1 99

北有馬町 （認）北有馬こども園（公立） 73 ｰ 6 7 53

若 草 保 育 園 82 ｰ 1 6 29
82 ｰ 2 2 9 4有 家 保 育 園

有 家 町

（認）有家たちばなこども園 82 ｰ 0 9 06
（認）南島原しんきりこども園 82 ｰ 8 1 55
（認）白  百  合  保  育  園 82 ｰ 8 4 1 0

82 ｰ 4 0 0 1恵 光 保 育 園

令和８年度 施設一覧
所 在 地 保育所（園）名 電 話 番 号 所在地 保育所（園）名 電 話 番 号

※（認）は「認定こども園」です。　認定こども園とは保育所と幼稚園の機能を兼ね備えた施設です。
※ともしび保育園（加津佐町）は、令和８年３月末で閉園予定です。
※若草保育園（有家町）については、令和８年４月から認定こども園へ移行予定です。

　人権をもっと自分事として考える機会とするため、標語を募集し、応募総数
2,461作品の中から35点の入賞作品を決定しました。
　たくさんの応募ありがとうございました。
※全入賞作品は、市ホームページに掲載しています。

問税務課（西有家庁舎）　☎７３－６６４２

償却資産の申告をお忘れなく

　令和８年１月１日現在の償却資産（事業用資産）には固定資産税が課税されますので、税務課または各支
所へ申告してください。
　また、申告書が送付されていない事業者はお問い合わせください。

●申告期限…令和８年２月２日㈪

最 優 秀 賞最 優 秀 賞

城田　宗輝さん（小林小学校 ３年）
●小学生 低学年の部

ほ ん と う の　つ よ さ は や さ し さ　思 い や り
ひろ き

大野　湖十さん（野田小学校 ６年）
●小学生 高学年の部

思 い や り　だ ん だ ん 広 が る　笑 顔 の 輪
こ と

福田　菜月さん（加津佐中学校 ２年）
●中学生の部

大 丈 夫？　言 え る 勇 気 と　差 し 出 す 手
なつき

田浦　　豊さん（島原翔南高校 ２年）
●一般の部

そ の 発 言　自 分 が 言 わ れ て　ど う 思 う？
ゆたか

【主な償却資産の例】
●構築物…門、広告塔、舗装路面、事業用簡易構築物など

●機械および装置…太陽光発電設備、コンベアー、クレーン、
ビニールハウス、土木建設機械、農業用機械、印刷機など

●船舶…漁船、ボート、貨物船など

●車両および運搬具…構内運搬車、特殊自動車、その他自動
車税・軽自動車税の課税対象とならないもの

●工具・器具および備品…机、椅子、ロッカー、レジスター、
陳列ケース、コピー機、パソコン、暖房用品など

【償却資産とは】
　工場や商店などの経営者や農林水産業、アパー
ト経営者などが所有する資産で、事業のために用
いることができる構築物や機械・器具・備品など
※太陽光発電設備（事業用）や10キロワット以上の
設備も申告対象です。
　（申告の際は、設置場所も記載ください）
※無形減価償却資産（鉱業権、漁業権、パソコン
ソフトなど）や自動車税・軽自動車税の課税対
象（軽トラック、トラクターなど）は除きます。

市HP

市HP

市役所の担当課がわからないときは 南島原市役所　☎73－6600 へ ＊省略文字説明／と：日時　ば：場所　な：内容　定：定員　り：料金　対：対象者　し：応募締切　も：申込方法　問：申し込み・お問い合わせ
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https://www.city.minamishimabara.lg.jp/kiji00312194/index.html
https://www.city.minamishimabara.lg.jp/kiji0036092/index.html

